
�愛媛県告示第２０３６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本エイアンドエル株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

代表取締役 松山 紀由

２ 工場・事業場の名称及び所在地

日本エイアンドエル株式会社愛媛工場

新居浜市菊本町二丁目１０番２号

３ 特定施設に関する事項

サイクロンスクリーナー

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 加圧浮上分離装置
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告 示

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。）別表第１第３４号 イろ過
施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１５立方メートル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後２５日

使用開始の予定年月日 完成翌日

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５，０００

最大 ３０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ６

設 置 年 月 日 昭和４５年３月３日

処 理 施 設 の 種 類 加圧浮上

処 理 施 設 の 型 式 加圧浮上

処 理 施 設 の 構 造 鉄製
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� 散水ろ床装置

� 曝気槽

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１３．５５メートル 横 ３．０メートル
高さ １．５３メートル
縦１３．３４メートル 横 ４．６５メートル
高さ ２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４，３２０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 加圧浮上

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０

最大 １０．０

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９４２

最大 １，５２９

通常 ３２８

最大 ５３３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，４２３

最大 ３，５３３

通常 １１９

最大 １４９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０５

最大 １６３

通常 １０５

最大 １６３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８２

最大 １８０

通常 ８

最大 １８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，５８４

最大 ３，９０１

通常 ２，５８４

最大 ３，９０１

設 置 年 月 日 昭和４８年１２月１５日

処 理 施 設 の 種 類 散水ろ床

処 理 施 設 の 型 式 散水ろ床

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ２６．０メートル 横 ９．０メートル
高さ １３．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 散水ろ床

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８８

最大 ３００

通常 ６０

最大 ８５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９４

最大 １３９

通常 ５０

最大 ８９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６９

最大 １０７

通常 ４８

最大 ７５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １２

通常 ４

最大 ９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，３１６

最大 ５，０６６

通常 ３，３１６

最大 ５，０６６

設 置 年 月 日 昭和５１年２月１０日

処 理 施 設 の 種 類 空気曝気

処 理 施 設 の 型 式 空気曝気

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 １６メートル 横 １５メートル
高さ ３．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 空気曝気

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２６２

最大 ４１８

通常 １８８

最大 ３０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８４

最大 １３９

通常 ８４

最大 １３９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８２

最大 １２６

通常 ６９

最大 １０７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 １４

通常 ５

最大 １２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，２９４

最大 ５，０３９

通常 ３，２９４

最大 ５，０３９
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� 不純物分離装置

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� �２排水口

� �３排水口

�愛媛県告示第２０３７号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第１５条第１項の規定に基づき、次のとおり指定猟法禁止

区域を指定する。

なお、鉛散弾を使用する狩猟鳥獣の捕獲を禁止する区域の設定（平成１２年１０月愛媛県告示第１４３３号）は、告示の日限り廃止

する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

設 置 年 月 日 昭和５５年４月１６日

処 理 施 設 の 種 類 油膜分離

処 理 施 設 の 型 式 油膜分離

処 理 施 設 の 構 造 鉄製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ３．５メートル 横 １．５メートル
高さ １．１メートル
縦 ４．５メートル 横 ２メートル
高さ １．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，１００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 油膜分離

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９９５

最大 １，４９３

通常 ２９９

最大 ４４８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ３０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ３１

通常 ２０

最大 ２８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３８７

最大 ５７７

通常 ３８７

最大 ５７７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０以下

最大 １０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２０

最大 ３６０

備考 この他に、雨水排水口が１箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４２

最大 ６５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ８９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５

最大 ８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 １２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，７７８

最大 ７，３２６

名 称 区 域 存続期間 指定猟法

犬塚池鉛製銃弾

使用禁止区域

今治市と越智郡玉川町との境界と農免農道下鴨部線との交点を起点とし、ここから同農道

を西に進み、町道御作礼１号線に出て、同町道を北に進み、町道池尻線との交点に至る。こ

こから同町道を東に進み、町道八幡犬塚線との交点に至り、ここから同町道を北東に進み、

平成１５年１１月１

日から

鉛製銃弾の使

用

��������������
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�愛媛県告示第２０３８号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣

保護区の存続期間を更新する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

町道八幡線との交点に至り、ここから同町道を北に進み、町道鳥越線との交点に至り、ここ

から同町道をほぼ東に進み、同市と同町との境界の交点に至る。ここから同境界を南に進み

、起点に至る線に囲まれた区域

山田新池鉛製銃

弾使用禁止区域

松山市津吉町の尉之城登山道と山田新池堤頂西端との交点を起点とし、ここから同堤頂を

ほぼ北に進み、同池水門を経て、更に同堤頂をほぼ北東に進み、同堤頂東端と本谷川に出る

歩道との交点に至る。ここから同歩道をほぼ南に進み、本谷川に出て、同川右岸を上流に約

１００メートル進み、同登山道に通じる歩道との交点に至り、ここから同歩道をほぼ西に進み

、同登山道に至る。ここから同登山道を西に進み、山田新池１池を経て、更に同登山道を北

西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上 同 上

杢所地区鉛製銃

弾使用禁止区域

東宇和郡宇和町大字杢所の町道中川地区３３号線と町道中川地区３４号線との交点を起点とし

、ここから同町道を西に進み、同町道の終点に至る。ここから奥池と山林との境界に通じる

作業道をほぼ北西に進み、同境界に至る。ここから同境界を北東に進み、同境界に続く山林

と同山林に隣接する土地との境界に至り、ここから同境界を北東に進み、町道立石地区４号
りょう りょう

線に続く稜線に至る。ここから同稜線を南東に進み、同町道に出て、同町道を南に進み、町

道中川地区３３号線との交点に至り、ここから同町道を南に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上 同 上

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

谷上山鳥獣保護

区

国有林松山事業区３３林班南端を起点とし、ここから山

道をほぼ南西に進み、同事業区３５林班南端を経て、更に

同山道をほぼ北西に進み、宝珠寺山門に通じる山道との

交点に至り、ここから同山道を西ないし北に進み、同山

門で市道谷上山線に出る。ここから同市道をほぼ北に進

み、伊予市谷上山公園第二展望台手前で市道谷上山大谷

線との交点に至り、ここから同市道を北東に進み、下三

谷に通じる山道との交点に至り、ここから同山道を北西

に進み、同事業区３４林班界に至り、ここから同林班界を

北東に進み、ベツソ山三角点（２６６．２メートル）を経て

、農道を横切り、通称茶畑谷に出て、同谷を下流に進み

、伊予市と伊予郡砥部町との境界に至り、ここから同事

業区３３林班西端に至る直線を北西に進み、同端に至り、

ここから同林班界を北東ないし南西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

平成１５年１１月１

日から平成２５年

１０月３１日まで

当該地域は、皿ケ峰連峰県立自然公園内に位置

し、大谷池周辺を中心にカモ類をはじめとする多

様な鳥獣が生息しており、えひめ森林公園内には

、野鳥の森が整備され、愛鳥思想の普及啓蒙活動

が積極的に行われ、都市近郊の自然公園として市

民の憩いの場となっている。更に、当該地域内に

は、希少種であるオオタカの営巣も確認されてい

ることから、巡視を実施し、静穏な環境の保持を

図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼす

ことのないよう留意するとともに、森林公園を利

用し、自然とのふれあいの場、環境教育の場とし

て活用を図ることとする。（指定区分：森林鳥獣

生息地の保護区）

滑床成川鳥獣保

護区

宇和島市並びに北宇和郡広見町及び松野町所在の国有

林宇和島事業区５１から５８までの各林班、６１から７２までの

各林班、７６から７７までの各林班の区域

同 上 当該地域には、足摺宇和海国立公園があり、林

相の変化に富む豊かな自然環境を背景に多様な鳥

獣の生息地となっていることから、鳥獣保護区に

指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

また、定期的に巡視を実施し、静穏な環境の保持

を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼ

すことのないよう留意するとともに、自然とのふ

れあいの場、環境教育の場として活用を図ること

とする。（指定区分：森林鳥獣生息地の保護区）

小田深山鳥獣保

護区

上浮穴郡小田町地内の国有林松山事業区５６から６４まで

の各林班及び小田町森林計画区１４３林班の区域

同 上 当該地域は、四国カルスト県立自然公園を含み

、広葉樹と針葉樹が混在する林相変化に富む地域

であり、多様な鳥獣が生息していることから、鳥

獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保

護を図る。また、定期的に巡視を実施し、静謐な

環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい

影響を及ぼすことのないよう留意するとともに、

自然とのふれあいの場、環境教育の場として活用

を図ることとする。（指定区分：森林鳥獣生息地
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の保護区）

黒瀬ダム鳥獣保

護区

西条市黒瀬の黒瀬ダムえん堤北端を起点とし、ここか

ら同えん堤を南に進み、市道大保木５号線に出て、同市

道を西ないし南東に進み、雨乞谷橋北端で雨乞谷川に出

る。ここから同川右岸を上流に進み、三角点（４３０．７メ
りょう りょう

ートル）に至る稜線との交点に至る。ここから同稜線を
りょう

ほぼ南西ないし西に進み、同三角点に至り、更に稜線を

南ないし北西に進み、同市道に出て、同市道を北西に進

み、柳瀬橋南端に至る。ここから同ダムの満水時の貯水

線に沿って、加茂川上流に進み、同貯水線南端で同川を

横切り、県道西条久万線に出て、同県道をほぼ北に進み

、上の原を経て、更に同県道を東に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上 黒瀬ダム周辺は、落葉広葉樹が多く、多様な鳥

獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し

、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。また、

定期的に巡視を実施し、鳥獣の安定的な生息に著

しい影響を及ぼす行為が行われないよう留意する

とともに、自然とのふれあいの場、環境教育の場

として活用を図ることとする。（指定区分：森林

鳥獣生息地の保護区）

皿ヶ峰三坂峠鳥

獣保護区

松山市と上浮穴郡久万町との境界と国道３３号との交点

を起点とし、ここから同境界をほぼ北東に進み、引地山

三角点（１，０２６．８メートル）に至る。ここから国有林と

民有林との境界を南東ないし北東に進み、国有林松山事

業区３０林班と同事業区２９林班との境界に至る。ここから

同境界を南東に進み、同町と温泉郡重信町との境界に至

り、ここから同境界を南東に進み、同事業区２９林班と同

事業区３９林班と同事業区４０林班との境界の交点に至る。

ここから同事業区３９林班と同事業区４０林班との境界を南

東に進み、国有林と民有林との境界に至る。ここから同

境界をほぼ南西に進み、同林班ろ小班と同林班る小班と

の境界に至り、ここから同境界を北に進み、皿ヶ嶺連峰

県立自然公園界に至る。ここから同公園界を北西ないし

南西に進み、同国道に出て、同国道を北西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上 当該地域は、皿ケ嶺連峰県立自然公園内にあり

、広葉樹と針葉樹が混在する林相変化に富む地域

であり、多様な鳥獣が生息していることから、鳥

獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保

護を図る。また、定期的に巡視を実施し、静謐な

環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい

影響を及ぼすことのないよう留意するとともに、

自然とのふれあいの場、環境教育の場として活用

を図ることとする。（指定区分：森林鳥獣生息地

の保護区）

笠方鳥獣保護区 上浮穴郡面河村大字渋草の国道４９４号と県道落合久万

線との交点を起点とし、ここから同国道を北ないし南東

に進み、妙を経て、更に同国道を南に進み、土泥の宝来

橋を経て、村道中山線との交点に至る。ここから同村道

を東ないし北西に進み、県道落合久万線に出て、同県道

をほぼ北に進み、中山、人行を経て、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上 当該地域には、皿ケ嶺連峰県立自然公園があり

、面河ダム周辺には、カモ類等の水鳥をはじめ多

様な鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に

指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

また、定期的に巡視を実施し、静謐な環境の保持

を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼ

すことのないように留意するとともに、自然との

ふれあいの場、環境教育の場として活用を図るこ

ととする。（指定区分：森林鳥獣生息地の保護区

）

須賀川ダム鳥獣

保護区

宇和島市柿原の須賀川ダムえん堤南端を起点とし、こ

こから同えん堤を北に進み、市道須賀川ダム循環線に出

て、同ダムの常時満水位の貯水線に沿って同市道を周回

し、起点に至る線に囲まれた区域

同 上 当該地域は、カモ類をはじめ多くの渡り鳥の重

要な渡来地であることから、鳥獣保護区に指定し

、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。また、

定期的に巡視を実施し、静穏な環境の保持を図り

、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすこと

のないよう留意するとともに、自然とのふれあい

の場、環境教育の場として活用を図ることとする

。（指定区分：集団渡来地の保護区）

白滝鳥獣保護区 喜多郡長浜町大字白滝の町道加世山崎線と町道加屋須

合田線との交点を起点とし、ここから同町道を北西に進

み、町道小野長尾線との交点に至る。ここから白滝サイ

レン塔に至る直線を北東に進み、同塔に至り、ここから

ＮＨＫ長浜テレビ中継放送所に至る直線を北東に進み、

同塔で町道大戸山線に出る。ここから同町道を北東に進

み、町道大平線との交点に至り、ここから同町道を北東

に進み、特別高圧送電線長浜線の真下に至り、ここから

同送電線１３鉄塔に至る直線を南東に進み、林道滝上長尾

線に出る。ここから同林道をほぼ南に進み、同町と大洲

市との境界に至り、ここから同境界を南西ないし南に進

み、長浜町森林計画区３３林班９０小班と同林班９１小班との

境界東端に至り、ここから同林班９１、９３、１７、８８、１５、

同 上 当該地域は、滝及び紅葉の名所として多くの県

民が訪れる白滝公園を中心とした樹林帯であり、

多様な鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区

に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る

。また、自然とのふれあいや鳥類の観察及び保護

活動を通じた環境教育の場として活用する。また

、定期的に巡視を実施し、静穏な環境の保持を図

り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすこ

とのないよう留意するとともに、景観が優れ、休

憩所や遊歩道等も整備されていることから、自然

とのふれあいの場、環境教育の場として利用を図

ることとする。（指定区分：身近な鳥獣生息地の

保護区）
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�愛媛県告示第２０３９号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第１項の規定の基づき、次のとおり特別保護地区

を指定する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０４０号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指定

する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１４、１３、９５、１２及び２２小班に接し、町道滝川線と町道加

世山崎線との交点に至る山道を南ないし西に進み、同交

点に至る。ここから同町道を西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

多田鳥獣保護区 東宇和郡宇和町大字東多田の八幡神社鳥居を起点とし

、県道伊延東多田線を約１００メートル西に進み、町道多

田地区５４号線との交点に至り、ここから同町道を約３００

メートル北に進み、町道多田地区５３号線との交点に至り

、ここから同町道を約２００メートル北東に進み、同町道

終点において私設林道との交点に至る。ここから同林道

を約５０メートル北東に進み、山道との交点に至り、ここ
りょう

から同山道を南東に進み、稜線を経て、町道多田地区２０

号線に出る。ここから同町道を約４５０メートルほぼ南に

進み、県道伊延東多田線に出て、同県道を約１００メート

ル西に進み、起点に至る線に囲まれた区域のうち、農耕

地及び住宅地を除いた区域

同 上 当該地域は、多様な鳥獣が生息していることか

ら、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥

獣の保護を図る。また、自然とのふれあいや鳥獣

の観察及び保護活動を通じた環境教育の場として

活用を図ることとし、定期的に巡視を実施し、静

穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著

しい影響を及ぼすことのないよう留意することと

する。（指定区分：身近な鳥獣生息地の保護区）

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

黒瀬ダム鳥獣保

護区特別保護地

区

西条市黒瀬の黒瀬ダムえん堤北端を起点とし、ここか

ら同えん堤を南に進み、市道大保木５号線に出て、同市

道を西ないし南東に進み、雨乞谷橋を経て、更に同市道

を南西に進み、柳瀬橋南端に至る。ここから同ダムの満

水時の貯水線に沿って、加茂川上流に進み、同貯水線南

端で同川を横切り、県道西条久万線に出て、同県道をほ

ぼ北西に進み、上の原を経て、更に同県道を東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

平成１５年１１月１

日から平成２５年

１０月３１日まで

黒瀬ダム鳥獣保護区のうち、多くの水鳥が生息

する水面を特別保護地区に指定し、当該地域に生

息する鳥類の生息環境を保全することとする。（

指定区分：森林鳥獣生息地の保護区）

滑床成川鳥獣保

護区特別保護地

区

宇和島市並びに北宇和郡広見町及び松野町所在の滑床

成川鳥獣保護区のうち、国有林宇和島事業区６１林班ほ小

班、６２林班は及びにの各小班、６３林班と、ち及びぬの各

小班、６４林班と小班、６５林班い、ろ、ほ及びへの各小班

、６６林班ろ小班、６７林班ろ小班、６８林班ろ小班並びに６９

から７１までの各小班の区域

同 上 滑床成川鳥獣保護区のうち、滑床渓谷周囲の特

に良好な鳥獣の生息環境となっている区域につい

て、特別保護地区に指定し、当該地域に生息する

鳥獣の生息環境を保全する。滑床渓谷周辺の鳥獣

の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境

に著しい影響を及ぼすことのないよう留意するこ

ととする。（指定区分：森林鳥獣生息地の保護区

）

名 称 区 域 存続期間

小川山休猟区 伊予三島市金砂町小川山柳瀬の三島嶺南鳥獣保護区界上の国道３１９号と同町小川山引地に通じる歩道との

交点を起点とし、ここから同区界を北西に進み、銅山川に出て、同川右岸を下流に進み、中ノ川との合流点

に至る。ここから同川右岸を上流に進み、東尾橋を経て、同市と宇摩郡新宮村との境界に至り、ここから同

境界を南東に進み、三ツ足山（１，１０５メートル）を経て、更に同境界を南西ないし南に進み、愛媛県と高知

県との境界に至る。ここから同境界を西に進み、カガマシ山三角点（１，３４２．９メートル）を経て、更に同境

界を南西ないし北西に進み、中川峠で林道中之川線に通じる山道との交点に至り、ここから同山道を北東な

いし北に進み、同林道に出る。ここから同林道を北に進み、市道中之川線に出て、同市道をほぼ北に進み、

平成１５年１１月１

日から平成１８年

１０月３１日まで
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林道西ノ谷線との交点に至り、ここから同林道を西に進み、市道薬師線に出て、同市道をほぼ北西に進み、

同区界に至り、ここから同区界をほぼ東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

三ツ足山休猟区 宇摩郡新宮村大字馬立の県道川之江大豊線と村道和田小屋線との交点を起点とし、同県道をほぼ南に進み
ずい

、笹ヶ峰隧道で愛媛県と高知県との境界に至る。ここから同境界を南西に進み、橡尾山（１，２２２．１メートル

）を経て、更に同境界を北西に進み、伊予三島市と同村と高知県大豊町との境界の交点に至る。ここから同

市と同村との境界をほぼ北に進み、三ツ足山（１，１０５メートル）を経て、更に同境界を北西に進み、同村道

に出る。ここから同村道をほぼ東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

保土野休猟区 新居浜市と伊予三島市と宇摩郡土居町との境界の交点を起点とし、ここから両市の境界をほぼ南に進み、

銅山川に出る。ここから同川左岸を上流に進み、新居浜市の成、小美野及び保土野を経て、床鍋谷川との合

流点に至る。ここから同川左岸並びにこれに続く谷を上流に進み、権現越えを経て、同市と同町との境界に

至り、ここから同境界をほぼ東に進み、エビラ山三角点（１，６３５．９メートル）及び二ツ岳三角点（１，６４７．３

メートル）を経て、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

大野山休猟区 新居浜市大生院の国道１１号の渦井橋西端を起点とし、ここから渦井川左岸を上流に進み、川口部落で小河
りょう

谷川との合流点に至る。ここから両河川に挟まれた稜線をほぼ南東ないし南西に進み、同市と西条市との境

界に至る。ここから同境界をほぼ北に進み、同国道に出て、同国道を東に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

大森山休猟区 西条市中奥の県道西条久万線の三碧橋西端を起点とし、ここから同県道を南東に進み、西之川平組の大宮

橋西端で市道東之川東西線との交点に至り、ここから同市道を北東に進み、東之川で瓶ヶ森登山道との交点

に至る。ここから同登山道を北東に進み、菖蒲峠で石鎚山系鳥獣保護区界に至り、ここから同区界を南に進

み、台ケ森を経て、更に同区界を南西ないし北西に進み、同市と周桑郡小松町との境界に至る。ここから同

境界を北に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

徳田休猟区 周桑郡丹原町大字田滝の県道関屋今井線の田滝橋西端を起点とし、ここから西川右岸を上流に進み、黒滝

谷川との合流点に至る。ここから同川右岸を北西に進み、通称権現谷との交点に至り、ここから同谷を北西

に進み、通称ヒクタオで同町と東予市との境界に至る。ここから同境界を東ないし北東に進み、県道徳能伊

予三芳停車場線に出て、同県道をほぼ南西に進み、県道関屋今井線との交点に至り、ここから同県道を南西

に進み、起点に至る線に囲まれた区域のうち、西山鳥獣保護区の区域を除いた区域

同 上

木地休猟区 越智郡玉川町と東予市との境界上の国有林木地奥事業区界北端を起点とし、ここから国有林と民有林との

境界をほぼ西ないし北に進み、楢原山山頂の奈良原神社に至る山道に出て、同山道を北東に進み、同神社に

至り、ここから上木地登山道を北東に進み、町道木地川本線に出て、同町道を南に進み、林道コタマゴ線と

の交点に至り、同林道並びにこれに続く山道を南東に進み、同境界に至り、ここから同境界を南に進み、起

点に至る線で囲まれた区域

同 上

大三島北休猟区 越智郡上浦町と同郡大三島町の大三島の区域のうち、同町大字宮浦の宮浦本川河口右岸を起点とし、ここ

から同岸を上流に進み、昭和橋北端に至り、ここから同橋を渡り、県道大三島上浦線に出て、同県道を北東

に進み、州の鼻橋北端で井之口本川に出て、同川左岸を下流に進み、河口に至る線で分断される北側の区域

同 上

上唐川休猟区 伊予市と伊予郡砥部町と同郡中山町との境界の交点を起点とし、ここから同市と同町との境界をほぼ西に

進み、国道５６号に出て、同国道を北に進み、県道大平砥部線との交点に至り、ここから同県道をほぼ東に進

み、同市と砥部町との境界に至り、ここから同境界をほぼ南に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中島本島南休猟

区

温泉郡中島町の中島本島の区域のうち、町道大浦吉木線及びその延長線で分断される南側の区域 同 上

高市休猟区 伊予郡中山町と同郡広田村との境界と県道中野川総津線との交点を起点とし、ここから同県道を南東に進

み、総津橋北端で玉谷川に出て、同川右岸を下流に進み、新総津橋南端で国道３７９号との交点に至り、ここ

から同国道をほぼ南に進み、上浮穴郡小田町と同村との境界に至り、ここから同境界を南西に進み、同町と

同村と中山町との境界の交点に至り、ここから同町と同村との境界を北西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

桂ケ森休猟区 上浮穴郡久万町大字久万町の国道３３号と町道旭ケ丘線との交点を起点とし、ここから同町道を西に進み、

町道ひわ田線との交点に至り、ここから同町道をほぼ西に進み、町道由良野線との交点に至り、ここから同

町道を南西に進み、県道上尾峠久万線に出る。ここから同県道を北西に進み、サレガ峠で同町と伊予郡広田

村との境界に至る。ここから同境界を北東に進み、同町と同村と伊予郡砥部町との境界の交点に至る。ここ

から同町と久万町との境界をほぼ北東に進み、同町と砥部町と松山市との境界の交点に至り、ここから久万

町と同市との境界を東に進み、同町大字二名と同町大字東明神との境界に至り、ここから同境界並びにこれ

に続く山道を南東に進み、町道皿木線に出て、同町道を東に進み、国道３３号に出て、同国道を南に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

妙休猟区 上浮穴郡面河村渋草の国道４９４号と村道大成線との交点を起点とし、ここから同国道を北に進み、県道落

合久万線との交点に至る。ここから同県道を北に進み、相名峠に通じる山道との交点に至り、ここから同山

道を北東に進み、同峠で同村と周桑郡丹原町との境界に至る。ここから同境界をほぼ南東に進み、石鎚山系

同 上
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鳥獣保護区界に至り、ここから同区界をほぼ南東に進み、村道坂瀬線に出る。ここから同村道を南に進み、

村道大成線との交点に至り、ここから同村道を西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

黒藤川休猟区 上浮穴郡美川村の国道３３号と県道美川川内線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ北ないし北東に

進み、林道長崎明神山線との交点に至る。ここから同林道並びにこれに続く山道をを東に進み、愛媛県と高

知県との境界に至り、ここから同境界を南西に進み、明神山三角点（１，１５０．６メートル）で同村と同郡柳谷

村と高知県との境界の交点に至り、ここから両村の境界を西に進み、同国道に出て、同国道を北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

中久保休猟区 上浮穴郡柳谷村の古味橋東端を起点とし、ここから国道４４０号をほぼ南西に進み、地芳峠で同村と高知県

との境界に至る。ここから同境界を西に進み、同村と東宇和郡野村町と高知県との境界との交点に至り、こ

こから同町と同村との境界を北に進み、丸石山三角点（１，３２７．５メートル）で同町と同村と上浮穴郡小田町

との境界の交点に至り、ここから同村と同町との境界を北に進み、県道小田柳谷線に出て、同県道をほぼ東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

臼杵休猟区 上浮穴郡久万町と同郡小田町と伊予郡広田村との境界の交点となる三郷の辻三角点（９３１．９メートル）を

起点とし、ここから両町の境界を南東ないし南に進み、国道３８０号に出る。ここから同国道をほぼ西に進み

、町道大平高山畑谷線との交点に至り、ここから同町道並びにこれに続く玄台越歩道を北西に進み、林道道

房掛橋線に出る。ここから同林道を西に進み、町道倉谷富田線に出て、同町道を西に進み、町道倉谷倉頭線

との交点に至る。ここから同町道を北西に進み、県道久万中山線に出る。ここから同県道を西に進み、同町

と同村との境界に至り、ここから同境界をほぼ北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

長浜東休猟区 伊予郡双海町と喜多郡長浜町との境界と国道３７８号との交点を起点とし、同境界を南東に進み、両町と大

洲市との境界の交点に至る。ここから同市と長浜町との境界を南ないし西に進み、白滝鳥獣保護区界に至り

、同区界を北西、南西、南東、北東に進み、再び同境界に至る。ここから同境界をほぼ南西に進み、県道大

洲長浜線に出て、同県道を北西に進み、同国道に出る。ここから同国道を北東に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

論田休猟区 喜多郡内子町の県道内子双海線と国道５６号との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ南に進み、同町と

同郡五十崎町との境界に至る。ここから同境界をほぼ南西に進み、両町と大洲市との境界の交点に至り、こ

こから同市と内子町との境界をほぼ北に進み、同町と同市と伊予郡双海町との境界の交点に至る。ここから

同町と内子町との境界を北東に進み、県道串中山線に出て、同県道を南東に進み、県道内子双海線との交点

に至る。ここから同県道をほぼ南に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

五十崎南休猟区 喜多郡五十崎町福岡の県道肱川公園線と県道坊屋敷小田線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ北

東に進み、同町と同郡内子町との境界に至る。ここから同境界を南に進み、両町と同郡河辺村との境界の交

点に至り、ここから五十崎町と同村との境界を南西に進み、同町と同村と同郡肱川町との境界の交点に至り

、ここから同町と五十崎町との境界を西ないし南西に進み、同県道に出て、同県道を北に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

伊方休猟区 西宇和郡伊方町大字湊浦の伊方大川河口の妙見橋北端を起点とし、ここから海岸線をほぼ南西に進み、女

子岬を経て、更にその海岸線を北西ないし南西に進み、同町と同郡瀬戸町との町境に至る。ここから同境界

を北に進み、海岸線に出る。ここからその海岸線を北東に進み、町道伊方越臨港線の終点に至り、ここから

同町道を南ないし東に進み、県道鳥井喜木津線に出て、同県道を南西に進み、町道湊浦伊方越線との交点に

至る。ここから同町道をほぼ東に進み、国道１９７号に出て、同国道を東に進み、伊方大川橋北端で伊方大川

に出る。ここから同川右岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

明浜休猟区 東宇和郡明浜町大字俵津の宮崎橋西端を起点とし、ここから国道３７８号をほぼ西に進み、渡江、狩浜及び

高山を経て、宮野浦の旭橋東端で堂面川に出て、同川右岸並びにこれに続く谷を上流に進み、三角点（３８０

メートル）で同町と西宇和郡三瓶町との境界に至る。ここから同境界を北東に進み、同町と明浜町と東宇和

郡宇和町との境界の交点に至り、ここから同町と明浜町との境界を南東に進み、県道宇和高山線に出て、同

県道を南東ないし北東に進み、林道火道線との交点に至り、ここから同林道を北東に約１００メートル進み、

銭坪川に通じる谷に出て、同谷並びにこれに続く同川右岸を下流に進み、宮崎川との合流点に至り、ここか

ら同川右岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

予子林休猟区 東宇和郡野村町と同郡城川町との境界と鹿野川ダム周辺鳥獣保護区界との交点を起点とし、ここから同区

界をほぼ北西に進み、野村町と喜多郡肱川町との境界に至り、ここから同境界を北ないし東に進み、県道野

村柳谷線に出て、同県道を東に進み、町道雨包線との交点に至り、ここから同町道を南東ないし西に進み、

林道雨包線との交点に至る。ここから同林道をほぼ東に進み、野村町と城川町との境界に至り、ここから同

境界を西ないし南に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

魚成休猟区 東宇和郡城川町大字魚成の魚成橋東端を起点とし、ここから国道１９７号を南東に進み、農免農道魚成線と

の交点に至り、ここから同農道を南西に進み、町道下惣川線に出て、同町道を南に進み、林道下惣川線との

交点に至り、ここから同林道並びにこれに続く通称作業道双ツ野線をほぼ南に進み、同町と北宇和郡広見町

との境界に至る。ここから同境界を西に進み、両町と東宇和郡野村町との境界の交点に至り、ここから野村

町と城川町との境界を北に進み、国道４４１号に出て、同国道を北東に進み、県道野村城川線との交点に至り

同 上
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�愛媛県告示第２０４１号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり銃猟禁止区域

を指定する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

、ここから同県道をほぼ東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

三浦休猟区 宇和島市下波の県道蒋淵下波線と県道宇和島下波津島線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ東に
ずい

進み、辰野隧道を経て、更に同県道を東に進み、安米部落で海岸線に出る。ここからその海岸線に沿ってほ

ぼ北東に進み、尾崎鼻を経て、更にその海岸線を南ないし北に進み、小池部落と小浜部落との境界に至り、
りょう りょう

ここから熊が峰（３４２．９メートル）に至る稜線をほぼ東に進み、同三角点に至り、ここから稜線を南に進み

、無月峠、天神坂及び三角点（３１８．８メートル）を経て、同市と北宇和郡津島町との境界に至る。ここから

同境界を西に進み、権現山（４８９メートル）を経て、蜂の巣鼻で海岸線に出る。ここからその海岸線をほぼ

東に進み、竜王碆を経て、起点に至る線に囲まれた区域及び同市鳥首島全域

同 上

成川休猟区 北宇和郡広見町と同郡松野町との境界とＪＲ四国予土線との交点を起点とし、ここから同境界をほぼ南西

ないし南に進み、三角点（４０２．８メートル）を経て、更に同境界を南西に進み、郭公岳三角点（１，０１０．１メ

ートル）で両町と宇和島市との境界の交点に至る。ここから広見町と同市との境界を西ないし南西に進み、

梅ヶ成峠を経て、更に同境界を北に進み、国道３２０号に出る。ここから同国道を東に進み、水分、中組及び

下組の各部落を経て、同線との交点に至る。ここから同線を南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域のう

ち、滑床成川鳥獣保護区の区域を除いた区域

同 上

日向谷、富母里

休猟区

北宇和郡日吉村下鍵山の国道３２０号と村道宮の谷線との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ北西に進

み、国道１９７号との交点に至る。ここから同国道を北東に進み、愛媛県と高知県との境界に至り、ここから

同境界を南に進み、高研山三角点（１，０５５．３メートル）を経て、更に同境界を南東に進み、標高点（９５６．３

メートル）に至り、ここから節安部落に至る山道を南西に進み、節安部落で県道節安下鍵山線に出る。ここ

から同県道をほぼ南西に進み、屋敷部落、大村部落及び宮成部落を経て、更に県道をほぼ西に進み、野々谷

部落、川口部落を経て、県道下鍵山松野線との交点に至る。ここから同県道を西に進み、村道宮の谷線との

交点に至る。ここから同村道を西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

菊川休猟区 南宇和郡御荘町平城の和口橋西端を起点とし、ここから県道猿鳴平城線を西に進み、町道平城八幡野線と

の交点に至り、ここから同町道を西に進み、国道５６号に出て、同国道をほぼ西ないし北に進み、町道長崎本

線との交点に至り、ここから同町道を南西に進み、町道長崎港線との交点に至り、ここから同町道を南西に

進み、長崎防波堤で海岸線に出る。ここからその海岸線に沿って西ないし北に進み、同町と同郡内海村との

境界に至り、ここから同境界を北東に進み、金剛山（５３９．４メートル）を経て、同町と同村と同郡城辺町と

の境界の交点に至る。ここから御荘町と城辺町との境界を南東ないし南に進み、通称和口山（６９７．７メート
りょう

ル）に至る。ここから御荘町の金比羅神社に至る稜線をほぼ南東に進み、通称石鎚山（５７９．０メートル）、

通称平山（３０３．３メートル）及び通称松軒山（１９１．３メートル）を経て、御荘町和口で同神社に至る。ここ

から同神社参道を東に進み、和口川に出て、同川右岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

船越休猟区 南宇和郡西海町船越の県道城辺高茂岬線と県道中浦西海線と町道船越中道線との交点を起点とし、ここか
りょう りょう

ら稜線をほぼ南に進み、三角点（３６６．３メートル）を経て、更に同稜線を南西ないし西に進み、標高点（３
りょう

６７メートル）を経て、権現山三角点（４９０．８メートル）に至る。ここから稜線をほぼ北西に進み、標高点（

４３９．０メートル）、三角点（１７８．７メートル）及び標高点（１５０．０メートル）を経て、鹿島瀬戸耳毛で海岸

線に出る。ここからその海岸線をほぼ東に進み、道越鼻、女呂岬及び平床鼻を経て、西浦漁港に至る。ここ

から更にその海岸線を北ないし北西に進み、礫崎を経て、同町と同郡御荘町との境界に至る。ここから同境

界を南東に進み、両町と同郡城辺町との境界の交点に至り、ここから西海町と城辺町との境界をほぼ南ない

し南西に進み、亀倉鼻で海岸線に出る。ここからその海岸線をほぼ西に進み、西海町民会館前の町道四角海

岸線の延長線との交点に至り、ここから同線並びにこれに続く同町道を北西に進み、町道船越中道線との交

点に至り、ここから同町道を北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

名 称 区 域 存続期間

大洲青年の家銃

猟禁止区域

大洲市大洲の国道５６号と県道大洲保内線との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ南に進み、市道黒木

野佐来線との交点に至り、ここから同市道を西に進み、沙那王神社に至る。ここから標高点（２２６メートル
りょう りょう

）に至る稜線を西に進み、同標高点に至り、ここから稜線を北に進み、市道下山辺５号線に通じる山道に出

て、同山道並びにこれに通じる同市道を北東に進み、同県道に出る。ここから同県道をほぼ東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

平成１５年１１月１

日から平成２５年

１０月３１日まで

鈍川銃猟禁止区

域

越智郡玉川町鈍川の町道木地川本線と通称シシオチ谷筋との交点を起点とし、ここから同町道を南東に進

み、湯の花橋を経て、更に同町道を約５００メートル南に進み、鋪巻橋の手前で水源の森橋に至る遊歩道松林

の道との交点に至り、ここから同遊歩道を東ないし南に進み、同橋に至り、ここから同橋を渡り、同町道に

同 上
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�愛媛県告示第２０４２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０４３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

出て、同町道をほぼ西に進み、鋪巻橋でふれあい橋に至る遊歩道うつぎの道との交点に至り、同遊歩道をほ

ぼ北に進み、同橋西端で通称カケ谷筋に出て、同谷筋左岸を上流に進み、林道カケ谷線と遊歩道やまぶきの

道との交点に至る。ここから同遊歩道をほぼ北に進み、町道シシオチ線を横断し通称シシオチ谷筋に出て、

同谷筋右岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

砥部川下流、通

谷池銃猟禁止区

域

伊予郡砥部町高尾田の重信大橋南端を起点とし、ここから重信川左岸を東に進み、県道久谷森松停車場線

との交点に至り、ここから同県道を南に進み、町道高尾田宮内線との交点に至る。ここから同町道を南に進

み、愛媛県総合運動公園入口に至り、ここから同公園への進入路を北東ないし東に進み、同町と松山市との

境界に至り、ここから同境界を南東に進み、町道通り谷東付線に出る。ここから同町道をほぼ南に進み、町

道宮内久谷線との交点に至り、ここから同町道をほぼ南西に進み、国道３３号に出て、同国道を北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

関川上銃猟禁止

区域

宇摩郡土居町畑野の関川大橋南端の町道土居高曽根線と町道畑野旧国道線と町道阿島道線との交点を起点

とし、ここから同町道並びにこれに続く農道を北西に進み、関川右岸堤防に至る。ここから同川右岸を上流

に進み、高曽根橋南端に至り、ここから同橋を北に進み、同橋北端で同川に出て、ここから同川左岸を下流

に進み、関川大橋北端に至り、ここから同橋を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

イナズミ銃猟禁

止区域

越智郡大三島町大字宗方の県道大三島環状線と町道浜条線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ南

に進み、関前村鳥獣保護区界との交点で海岸線に出る。ここからその海岸線を西に進み、尾の崎を経て、更

にその海岸線を北ないし北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

高浜銃猟禁止区

域

松山市高浜六丁目の県道松山港内宮線の高浜保育園正門前を起点とし、ここから同県道をほぼ北に進み、

高浜公園を経て、更に同県道を北東に約２００メートル進み、農道との交点に至り、ここから同農道を東に約

１００メートル進み、最初の分岐点に至り、ここから同農道分岐線を南東に約１００メートル進み、二番目の分

岐点に至り、ここから同農道分岐線を南東に進み、同農道終点に至る。ここから標高点（５０．０メートル）に

至る直線をほぼ南に進み、同標高点に至り、ここから山道を南西に進み、農道に出る。ここから起点に至る

直線を南西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人補天会
光 生 病 院

今治市室屋町三丁目２
番地１０

医療法人
補 天 会

平成１８年
１０月２２日
まで

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０３５２４ 合資会社あい・愛ワー
ク

愛媛県松山市東垣生町
２８２番地２ 福祉用具貸与 合資会社あい・愛ワー

ク
愛媛県松山市東垣生町
２８２番地２ 平成１５年９月４日

３８７０２００７５９ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護 株式会社コムスン今治

天保山ケアセンター
愛媛県今治市天保山町
三丁目１番３今治ポー
トビル

平成１５年９月４日

３８７０６００４９５ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護 株式会社コムスンいよ

西条ケアセンター
愛媛県西条市飯岡３７５９
番地１リショービル 平成１５年９月４日

３８７０５０１１１５ 日装工学株式会社 愛媛県新居浜市南小松
原町１１番４号 福祉用具貸与 日装工学株式会社 愛媛県新居浜市南小松

原町１１番４号 平成１５年９月１０日

３８７０１０３５４０ 有限会社
Ｅｌｙｓｉｏｎ

愛媛県松山市大橋町３３
５番地 訪問介護 指定訪問介護支援事業

所おもや
愛媛県松山市大橋町３３
５番地 平成１５年９月１８日

３８７０１０３５６５ 株式会社リビングリフ
レッシュサービス愛媛

愛媛県松山市山越二丁
目１１番３１号 福祉用具貸与 株式会社リビングリフ

レッシュサービス愛媛
愛媛県松山市山越二丁
目１１番３１号 平成１５年９月２２日

３８７０３００５００ 有限会社しらさぎ 愛媛県大洲市平野町野
田２７５１番地２ 訪問介護 ヘルパーステーション

しらさぎ宇和島事業所
愛媛県宇和島市川内大
黒田甲２０９６番地４ 平成１５年９月２２日

３８７１０００３３１ 有限会社たちばな 愛媛県伊予市灘町１３６
番地２

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームたちば
な

愛媛県伊予市灘町１３６
番地２ 平成１５年９月２９日

３８７１０００３２３ 有限会社たちばな 愛媛県伊予市灘町１３６
番地２ 通所介護 デイサービスセンター

たちばな
愛媛県伊予市灘町１３６
番地２ 平成１５年９月２９日
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�愛媛県告示第２０４４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０４５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０４６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０４７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０４８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

３８７３５００６３５ 有限会社おきた建築 愛媛県松山市東方町８５
２番地

痴呆対応型共同
生活介護 グループホーム広田家 愛媛県伊予郡広田村総

津１１３６番地 平成１５年９月２９日

３８７０１０３５８１ 株式会社よんでんライ
フケア

愛媛県松山市紅葉町甲
７９４番１

特定施設入所者
生活介護 アミーユよんでん道後 愛媛県松山市紅葉町甲

７９４番１ 平成１５年９月２９日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０３５３２ 有限会社
Ｅｌｙｓｉｏｎ

愛媛県松山市大橋町３３
５番地 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業

所おもや
愛媛県松山市大橋町３３
５番地 平成１５年９月１８日

３８７０１０３５５７ テルウェル西日本株式
会社

大阪府大阪市中央区森
ノ宮中央一丁目７番１２
号

居宅介護支援
テルウェル西日本愛松
園 居宅介護支援事業
所愛松園

愛媛県松山市喜与町一
丁目８番地４ 平成１５年９月１８日

３８７０１０３５７３ 株式会社ケアメイツ・
ネットワーク

愛媛県松山市天山二丁
目５番５号 居宅介護支援 アトムケアサポート余

戸
愛媛県松山市余戸中四
丁目３番２７号 平成１５年９月２２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０３００４２７ 宇和島ハイヤー株式会
社

愛媛県宇和島市丸之内
一丁目１番７号 訪問介護 宇和島介護サービス

愛媛県宇和島市恵
美須町一丁目６番
１８号

愛媛県宇和島市丸
之内一丁目１番７
号

平成１５年
９月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７３７０００６０ 瀬戸町 愛媛県西宇和郡瀬戸町
三机３００３－６ 居宅介護支援 瀬戸町福祉課 愛媛県西宇和郡瀬戸町

三机３００３－６ 平成１５年８月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１１０２８１５２ 医療法人サマリヤ会 愛媛県伊予市米湊２６６
－１

介護療養型医療
施設 木村脳神経外科 愛媛県伊予市米湊２６６

番地１ 平成１５年８月３１日

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１５年１０月３１日 第１５０５号

１１３７



�������
�愛媛県告示第２０４９号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、今治地方局建設部及び弓削町役場において告示の日から起

算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町下弓削１１９番から同１２１番１を経て

同１２１番２に至る間の地先公有水面

� ２工区

越智郡弓削町下弓削６５２番から同１０３０番２に至る

間の地先公有水面

� ３工区

越智郡弓削町明神６０番から同７３番を経て同６２番に

至る間の地先公有水面

イ 区域

� １工区

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線、８

点と９点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

１．７１メートル）における公有水面と岳ノ下防波堤と

の境界線並びに９点と１点を結ぶ平成１４年秋分の満

潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．７１メートル）における陸と公有

水面との接する線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

１点は、基点から真北６６度２４分２６秒１８５．３９メート

ルの地点

２点は、１点から真北２０５度３０分１６秒６．６９メート

ルの地点

３点は、２点から真北２９５度３８分５２秒７０．０９メー

トルの地点

４点は、３点から真北２０５度３８分５２秒１．１１メート

ルの地点

５点は、４点から真北２９５度３８分５２秒４．２０メート

ルの地点

６点は、５点から真北２５度３８分５２秒１．１１メートル

の地点

７点は、６点から真北２９５度３８分５２秒２７．９２メー

トルの地点

８点は、７点から真北２８７度３１分４５秒３．９２メート

ルの地点

９点は、８点から真北３１度１２分４６秒１０．８８メート

ルの地点

� ２工区

次の１０点から２０点までを順次直線で結んだ線並び

に２０点と１０点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ

．＋１．７１メートル）における陸と公有水面との接す

る線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１３）第３６０号 平成１３年
１０月３０日 篠原鉄工� 篠原壮一郎 新居浜市新田町３－３

－２０
平成１５年
９月３日

管工事業
鋼構造物工事業
機械器具設置工事業

建設業の廃止

（般－１３）第１２２３４号 平成１３年
４月２０日 新通信建設� 新 博信 大洲市阿蔵甲２８８－１ 平成１５年

９月８日 電気通信工事業 建設業の廃止

（般－１４）第２４８６号 平成１４年
１２月２５日 山本工務店 山本 武 松山市針田町９８－８ 平成１５年

９月１２日 建築工事業 建設業の廃止
（代替わり）

（般－１１）第７４９９号 平成１１年
８月１６日 西岡建材� 西岡 義雄 伊予市下吾川９４６番地

１
平成１５年
９月１６日 土木工事業 建設業の一部廃

止

（特－１３）第２１５５号 平成１４年
２月６日 新開建設� 山田 勝義 越智郡吉海町大字本庄

７１９
平成１５年
９月１７日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１４２２７号 平成１１年
４月８日 高橋架設工業 高橋 麻夫 松山市和気町１－４５２

－１０５
平成１５年
９月２９日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第１０８７９号 平成１２年
６月１９日 丸山造園 丸山 耕太 今治市桜井甲１０８３－７ 平成１５年

９月３０日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１５２８８号 平成１５年
４月１０日

エヌ・ティ・ティ四国
テレコンサービス� 西原 秀男 松山市一番町４－３ 平成１５年

９月３０日 電気通信工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１５年１０月３１日 第１５０５号
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秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

１０点は、基点から真北３３５度３２分１２秒２６２．４４メー

トルの地点

１１点は、１０点から真北３１５度３４分２４秒９．６６メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北３１７度４３分１８秒９．６６メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北３１９度５２分１３秒９．６６メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北３２２度０１分０７秒９．６６メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北３２４度１０分０２秒９．６６メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北３２６度１８分５６秒９．６６メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北３２８度２７分５１秒９．６６メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３３０度３６分４５秒９．６６メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３３１度４１分１２秒５１．９５メー

トルの地点

２０点は、１９点から真北３３０度５９分５９秒１２．００メー

トルの地点

� ３工区

次の２１点から３５点までを順次直線で結んだ線並び

に３５点と２１点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ

．＋１．７１メートル）における陸と公有水面との接す

る線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

２１点は、基点から真北３４８度２３分２９秒５９３．８３メー

トルの地点

２２点は、２１点から真北２４度２５分５４秒５．０９メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２１度０３分２９秒６．０４メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１７度３１分５１秒５．０４メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１４度０８分０４秒５．９９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１１度０９分３４秒７．０８メートル

の地点

２７点は、２６点から真北８度４４分２３秒１２．６６メート

ルの地点

２８点は、２７点から真北７度２０分５３秒１９．７１メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北２７７度２０分５３秒１．０３メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北７度２０分５３秒０．５０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北９７度２０分５３秒０．４０メートル

の地点

３２点は、３１点から真北７度２０分５３秒２．００メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２７７度２０分５３秒０．４０メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北７度２０分５３秒１．３５メートル

の地点

３５点は、３４点から真北８２度２８分４８秒１．４２メートル

の地点

ウ 面積

１工区 １，５０６．１９平方メートル

２工区 ８３９．４２平方メートル

３工区 ５１９．３９平方メートル

合 計 ２，８６５．００平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町下弓削１１８番から同１２１番２に至る

間の地先公有水面及び陸域

� ２工区

越智郡弓削町下弓削６５２番から同１０３０番２に至る

間の地先公有水面及び陸域

� ３工区

越智郡弓削町明神５８番から同町下弓削６５３番に至

る間の地先公有水面及び陸域

イ 区域

� １工区

次のＡ点からＫ点までを順次直線で結んだ線並び

にＫ点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ａ点は、基点から真北７２度３１分３９秒２０７．２１メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２０５度３０分１６秒５２．２６メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２９５度３０分１６秒１５２．５１メー

トルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３１度１２分４６秒５８．７２メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１３０度５９分１４秒１２．０３メー

トルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１０６度２６分５８秒６８．９２メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１１３度３４分１２秒６．４２メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１３４度４７分０１秒６．１６メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１６５度２６分２９秒６．５５メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北１７７度２１分１２秒７．１１メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１３８度５７分５１秒３．４８メート

ルの地点

愛 媛 県 報平成１５年１０月３１日 第１５０５号
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� ２工区

次のＬ点からＲ点までを順次直線で結んだ線並び

にＲ点とＬ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ｌ点は、基点から真北３３６度０１分２７秒２６３．２４メー

トルの地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北２２５度５９分１８秒５８．４０メー

トルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北３３１度４１分１２秒１８５．９７メー

トルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北６１度４１分１２秒４３．８０メート

ルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北１５８度３７分１９秒１７．０２メー

トルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北１４４度５６分３８秒１３８．００メー

トルの地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北１４０度０４分０３秒７．５９メート

ルの地点

� ３工区

次のＳ点からＸ点までを順次直線で結んだ線並び

にＸ点とＳ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ｓ点は、基点から真北３４６度２０分４３秒６４３．３２メー

トルの地点

Ｔ点は、Ｓ点から真北０度００分００秒４５．８９メート

ルの地点

Ｕ点は、Ｔ点から真北９０度００分００秒４５．５６メート

ルの地点

Ｖ点は、Ｕ点から真北１７２度１２分２３秒７１．５９メー

トルの地点

Ｗ点は、Ｖ点から真北１９５度１２分３１秒４３．３８メー

トルの地点

Ｘ点は、Ｗ点から真北２７０度１５分４５秒２１．４３メー

トルの地点

ウ 面積

１工区 ８，６６１．４９平方メートル

２工区 ８，９４３．７４平方メートル

３工区 ４，８９８．１４平方メートル

合 計 ２２，５０３．３７平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約 １，７６０平方メートル

護岸用地 約 １，０８０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 出願年月日

平成１５年１０月２３日

�������
�愛媛県告示第２０５０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

東宇和郡明浜町大字田之浜甲３６１番１から同町大字

田之浜甲４５１番３までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から２４点を順次直線で結んだ線並びに２４点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９８

メートル）の公有水面と東３号護岸及び陸との接する

線により囲まれた区域

基点（明浜町大字田之浜 横碆 四等三角点）は、

北緯３３度１９分０４．４７８１秒、東経１３２度２３分１９．２３７３秒

の地点

１点は、基点から真北９６度５６分０８秒９２６．７７メートル

の地点

２点は、１点から真北２４２度３９分２８秒１０．５５メート

ルの地点

３点は、２点から真北２４１度３６分４４秒２０．１１メート

ルの地点

４点は、３点から真北２４６度３１分０６秒７．３２メートル

の地点

５点は、４点から真北２５１度２１分１２秒９．２２メートル

の地点

６点は、５点から真北２５８度３１分１１秒１５．５２メート

ルの地点

７点は、６点から真北２６６度１８分０３秒１１．９３メート

ルの地点

８点は、７点から真北２７０度４１分４６秒１５．５０メート

ルの地点

９点は、８点から真北２７１度１２分５０秒３５．９４メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２７０度４３分０８秒９．２３メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２７４度５５分０９秒１７．６５メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２８１度３９分２５秒４．１９メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２８６度３４分１１秒１１．２６メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北２９３度１６分３８秒１０．０１メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北３００度４４分００秒１２．１９メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北３０５度３３分０４秒１４．６９メート

ルの地点
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１７点は、１６点から真北３０５度２９分３２秒１２．６７メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３０５度５１分５８秒１３．４６メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３１０度１９分２０秒１５．８２メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北３１７度４０分１１秒１１．４８メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北３２４度２７分１７秒１２．３１メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北３３１度５３分３０秒１５．０４メート

ルの地点

２３点は、２２点から真北３３６度１７分５５秒１４．２６メート

ルの地点

２４点は、２３点から真北３３６度５５分２４秒３６．６２メート

ルの地点

ウ 面積

３，９１１．５７平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

東宇和郡明浜町大字田之浜甲３６１番１から同町大字

田之浜甲４５１番３までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から５４点までを順次直線で結んだ線及び５４

点と１点とを結んだ線により囲まれた区域

基点（明浜町大字田之浜 横碆 四等三角点）は、

北緯３３度１９分０４．４７８１秒、東経１３２度２３分１９．２３７３秒

の地点

１点は、基点から真北８９度５８分３３秒６６６．７８メートル

の地点

２点は、１点から真北１５０度５２分４０秒７．７５メートル

の地点

３点は、２点から真北１５７度４７分１８秒３８．３８メート

ルの地点

４点は、３点から真北１５７度１７分０２秒１９．６０メート

ルの地点

５点は、４点から真北１５４度１６分３４秒４．５７メートル

の地点

６点は、５点から真北１４０度５０分５６秒７．３３メートル

の地点

７点は、６点から真北１２９度０９分４１秒４．１７メートル

の地点

８点は、７点から真北１２７度０７分０１秒１５．３９メート

ルの地点

９点は、８点から真北１２７度３３分０１秒４５．１９メート

ルの地点

１０点は、９点から真北１２３度３５分０２秒３．４９メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１１７度３６分５８秒４．５４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１１０度５０分２０秒３．８６メートル

の地点

１３点は、１２点から真北１０２度４７分４６秒６．６５メートル

の地点

１４点は、１３点から真北９６度２２分４６秒３．７５メートルの

地点

１５点は、１４点から真北８８度４３分３２秒１２．３４メートル

の地点

１６点は、１５点から真北８８度０７分５７秒４６．８１メートル

の地点

１７点は、１６点から真北８８度００分４８秒４８．８６メートル

の地点

１８点は、１７点から真北８３度４２分５２秒４．８２メートルの

地点

１９点は、１８点から真北７７度０７分２６秒４．６６メートルの

地点

２０点は、１９点から真北６８度５５分４５秒４．７４メートルの

地点

２１点は、２０点から真北６２度３７分０４秒８．５７メートルの

地点

２２点は、２１点から真北５４度０８分１５秒６．９９メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１２９度３１分３２秒５．８８メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１３８度３０分２３秒４．３８メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１２８度３３分４２秒２．８６メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１０７度２７分１８秒１０．９３メート

ルの地点

２７点は、２６点から真北２４３度３７分２１秒５．１５メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２３６度４５分１９秒１０．０１メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北２３４度２０分１２秒９．７０メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２３９度１３分１４秒１８．９５メート

ルの地点

３１点は、３０点から真北２５１度５９分１８秒９．９９メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２５８度５１分３６秒１６．８０メート

ルの地点

３３点は、３２点から真北２６５度５７分０２秒１２．７２メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北２７０度４０分３２秒１５．９０メート

ルの地点

３５点は、３４点から真北２７２度０１分４０秒１４．９７メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北２７２度２１分１５秒２０．９７メート

ルの地点

３７点は、３６点から真北２６８度３６分１５秒９．４０メートル

の地点

３８点は、３７点から真北２７３度０５分３７秒１８．８２メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北２８７度５３分２９秒４．６０メートル

の地点
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４０点は、３９点から真北２８６度０６分１３秒１２．２７メート

ルの地点

４１点は、４０点から真北２９３度２０分０３秒１０．９２メート

ルの地点

４２点は、４１点から真北３０１度１１分０２秒１３．０７メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北３０６度０７分１６秒１５．１０メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北３０４度１３分３４秒１２．６７メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北３０５度００分２２秒１３．７５メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北３０９度１６分３８秒１６．８５メート

ルの地点

４７点は、４６点から真北３１７度４３分０８秒１２．４８メート

ルの地点

４８点は、４７点から真北３２４度５８分３１秒１３．３８メート

ルの地点

４９点は、４８点から真北３３２度３６分４１秒１６．０２メート

ルの地点

５０点は、４９点から真北３３７度０９分０８秒１４．５８メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北３４０度４９分３７秒１６．１６メート

ルの地点

５２点は、５１点から真北３４０度５３分１８秒２０．５７メート

ルの地点

５３点は、５２点から真北６６度５０分０６秒１４．４４メートル

の地点

５４点は、５３点から真北７２度３６分３４秒３．３５メートルの

地点

ウ 面積

８，３７２．７３平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地

４ 埋立免許年月日

平成１５年１０月２１日

�愛媛県告示第２０５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３から

同字３５２番３８まで
平成１５年１０月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
上浮穴郡小田町大字町村６２４番から

同大字６３８番まで

旧 ５．５～１４．０ ０．３４６

新 ８．５～３３．０ ０．３４６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
上浮穴郡小田町大字町村６２４番から

同大字６３８番まで
平成１５年１０月３１日
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�愛媛県告示第２０５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾１０７１番１地先から

同市松尾１５１９番２地先まで

旧 ３．９～７．５ ０．０５２

新 ３．９～７．５
１０．６～２１．６

０．０５２
０．０５２

〃 〃
大洲市松尾１５１９番２地先から

同市松尾１５１８番６まで

旧 ４．１～６．９ ０．１０５

新 １１．２～７３．３ ０．１０５

〃 〃
大洲市松尾１５１８番６から

同市松尾１５１１番３まで

旧 ４．２～７．１ ０．０４２

新 ４．２～７．１
６５．７～７２．２

０．０４２
０．０４２

〃 〃
大洲市松尾１５１１番３から

同市松尾１４７４番地先まで

旧 ４．１～１２．４ ０．４１８

新 １１．２～７２．６ ０．４１８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾１０７１番１地先から

同市松尾１４７４番地先まで
平成１５年１０月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市大字舌間２番耕地３７３番１地先から

同市大字合田２１４０番１２地先まで

旧 ６．２～１０．０ ０．１５３

新 １０．４～２０．０ ０．１５１
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�愛媛県告示第２０５８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０５９号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０６０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１０月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市大字舌間２番耕地３７３番１地先から

同市大字合田１９３５番１地先まで
平成１５年１０月３１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５八局建第１７２７号

平成１５年１０月２１日
八幡浜市大字元城団地１番耕地２０１２番及び６４９番１

八幡浜市北浜一丁目１番１号
八幡浜市土地開発公社
理事長 高 橋 英 吾

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

捜査画像情報システムの借上げ
一式

愛媛県警察本部総
務室会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１５年１０月６日
エヌイーシーリース
株式会社四国支店
香川県高松市中野町
２９番２号

１，３３１，１９０円
（月額） 一般競争入札 平成１５年８月２２日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

人事管理システムの借上げ 一式
愛媛県警察本部総
務室会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１５年１０月１７日
エヌイーシーリース
株式会社四国支店
香川県高松市中野町
２９番２号

６８９，１１５円
（月額） 一般競争入札 平成１５年９月５日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１０月２１日 特定非営利活動法人
自然と共に生きる会 相 原 俊 雄 温泉郡川内町大字南方１４４３番地

８
この法人は、川内町内外の不特定多数の人
々に対して、環境保全、農林水産業の自立
、人間形成などに関する事業を行い、自然
と共に生きる人間及び社会の実現をめざし
、公益に寄与することを目的とする。
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平成１５年１０月３１日 発行
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